
（料金） 

第５条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する 

 法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表にお 

 ける算出方法により実施しているものによります。 

（料金の収受） 

第６条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。 

２ 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載し 

 た領収証を発行します。 

（利用者及び第三者に対する責任） 

第７条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車（以下「代行運転自動車等」という。） 

 の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損 

 壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任 

 じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意を怠らなかったこ 

 と、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに 

 代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りでは 

 ありません。 

２ 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、 

 下車をもって終わります。 

第７条の２ 当社は、前条第１項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の 

 生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。 

 ⑴ 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円以上を限度 

  額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険（共済）契約を締結すること。 

 ⑵ 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額としててん補するこ 

  とを内容とする損害賠償責任保険（共済）契約を締結すること。 

２ 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するため 

 の措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。 

第８条 当社は、第７条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する 

 責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかった 

 ことを証明したときは、この限りではありません。 

第９条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の 

 安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損 

 害を賠償する責に任じません。 

（利用者の責任） 

第 10条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守 

 らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。 


